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社会福祉法人上溝緑寿会コスモスセンター 

介 護 老 人 福 祉 施 設 事 業 運 営 規 程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人上溝緑寿会コスモスセンター（以下「事業所」という。）が提供する介  

護老人福祉施設の事業は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと   

ができるよう、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等をおこ

なうことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図ることを目的とします。 

 

（運営の方針） 

第２条 本事業所において提供する介護老人福祉施設サービス（以下「サービス」という。）  

は、介護保険法並びに相模原市条例等の趣旨及び内容に沿ったものとします。 

 2. サービス提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよ   

うに、認知症の状況など利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に

おこないます。 

 3. 相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、第15条に規定する施設サ   

ービス計画に基づき、利用者の機能訓練およびその者が日常生活を営む上で必要な援助   

をおこないます。 

 4. サービスの提供は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの   

提供方法などについて、理解しやすいように説明します。 

 ５. 地域と家庭との結びつきを重視した運営を行い、定期的に、提供したサービスの質の   

管理、評価を行い、常に改善を図ります。 

 

（事業所の名称と所在地） 

第３条 この事業所の名称と所在地は次のとおりです。 

 (1) 事業所の名称 社会福祉法人上溝緑寿会コスモスセンター 

  (2) 所在地    相模原市中央区上溝５４２３番地５ 

 

（職員の職種，員数，及び職務内容職員の配置） 

第４条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次表のとおりとします。 
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職種 

 

員数 

常勤・非常 

勤の別 

 

職務内容 

 

 

管理者 

 

 １名 

 

常勤職員 

 事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的におこ 

 ないます。 

生活相談員  １名 常勤職員  利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適 

 切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービ 

 スの調整、 居宅介護支援事業者等他の機関との連携 

 において必要な役割を果たします。 

看護職員  ２名 常勤職員  健康チェック等をおこなうことにより利用者の健康 

 状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サー 

 ビスを利用するために必要な処置をおこないます。 
 ２名 非常勤職員 

介護職員 １６名 常勤職員  利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、 

 適切な介助をおこないます。 １３名 非常勤職員 

機能訓練指導員  １名 非常勤職員  機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必 

 要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等 

 をおこないます。 

管理栄養士  １名 常勤職員  利用者の栄養、身体の状況及び嗜好を考慮した食事 

 の献立を作成し、調理員を指導します。 

調理員  ３名 常勤職員  栄養士の指示を受け、適切な時間に適温で給食を実 

 

 施します。 

 ６名 非常勤職員 

 医師 ２名 非常勤職員  利用者の健康を適切に保つため、必要な医療を実施し、 

 看護師を指示します。 

 

 

介護補助員 １０名 非常勤職員  食事の配膳下膳や介護職員の補助業務をします。 

 

介護支援専門員  １名 常勤職員  利用者に適切なサービスを提供するため，施設サービ 

 ス計画等を作成し、その実施について指導監督します。 

事務員  ３名 常勤職員  経理・人事労務・施設管理事務を担当します。 

その他 １０名 非常勤職員  施設内の運転業務、洗濯、清掃などを分担して実施 

 します。 
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（管理者の設置） 

第５条 この事業所の管理者は、特別養護老人ホーム施設長とします。 

 

（利用定員） 

第６条  利用定員は62名とします。 

 

（営業日及び営業時間） 

第７条 この事業の窓口の営業日および営業時間は、次のとおりとします。 

 1. 営業日は、月曜日から金曜日とします。ただし、12月30日から 1月 3日までは休業日

とします。 

 2. 営業時間は、 8時30分から17時30分とします。 

 

（サービス利用開始時の内容および手続きの説明・同意） 

第８条 介護老人福祉施設サービスの提供開始に際しては、あらかじめ、利用申込者またはそ   

の家族に対して、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明をおこない、当該サービス内容およ

び利用期間などについて利用申込者の同意を得ます。 

 

（援助の方針） 

第９条 介護老人福祉施設サービスを提供する対象者は、原則として、身体上又は精神上著し   

い障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方

とします。 

 2. 入所申込者が、入院その他のサービスを必要とする場合は、居宅介護支援事業者その   

他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者との密接な連携により、適切な施   

設を紹介するなどの援助に努めます。 

 3. サービス提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよ   

う、その者の心身の状況等に応じた処遇を提供します。 

 

（受給資格などの確認） 

第１０条 介護老人福祉施設サービスの提供を求められた場合には、利用申込者の提示する被   

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間などを確かめ

ます。 
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 2. 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見    

に配慮して、サービスを提供するように努めます。 

 

（具体的なサービス内容） 

第１１条 提供するサービスの主な内容は，次のとおりとします。 

 

 (1) 介護サービス 

 

 

     ア．入浴・清拭 

 

     イ．排泄介助 

 介護サービスは、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立 

 支援と生活の充実に資するよう適切な技術をもっておこない 

 ます。 

  １週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、 

 または清拭します。 

 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立 

 について援助をおこないます。 

 おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ介助をを適切に 

 おこないます。 

 

    ウ．その他   前記各項に定めるほか、利用者にたいし、離床、着替え、整 

 容その他日常生活上の世話を適切におこないます。 

  (2) 食事サービス 

   

 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好 

 を考慮したものとするとともに適切な時間に適温でおこな 

います。 利用者の食事は、その方の自立の支援に配慮し、 

できるだけ、離床して食堂でおこないます。 

 

 (3) 健康管理サービス  医師および看護師は、常に利用者の健康の状況に注意すると 

 ともに、健康保持のための適切な措置をとります。 

 (4) 相談および援助  常に利用者の心身の状況、その置かれている環境などの的確 

 な把握に努め、利用者またはその家族にたいして、その相談 

 に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助をおこな 

 います。 

 (5) その他のサービスの 

   提供 

 教養娯楽設備を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエー 

 ション行事をおこないます。 

 また、心身の状況等に応じて機能回復訓練をおこないます。 
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（利用料） 

第１２条 この事業所が提供する介護老人福祉施設サービスの利用料は、介護報酬の告示上の

額と別紙「介護老人福祉施設サービス料金表」で定めるその他の利用料との合計額とし

ます。法定代理受領サービスの場合、利用者負担は負担割合証の負担割合とします。 

  2. 前項の費用の支払いを含むサ－ビスを提供する際は、事前に利用者またはその家族に 

たいして必要な資料を提示し、当該サ－ビスの内容および費用を説明した上で、利用 

者の同意を得て、その支払いに同意する旨の文書に記名あるいは押印を受けます。 

3. 利用料の支払いは、現金または銀行口座振込、あるいはあらかじめ指定を受けた金融 

機関の口座から引き落としにより、指定期日までに受けることとします。 

 

（要介護認定など申請に係る援助） 

第１３条 介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、要介護認定などを受けていない利

用申込者については、要介護認定などの申請がすでにおこなわれているか否かを確認し、

申請がおこなわれていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請

がおこなわれるように必要な援助をおこないます。 

 

（心身の状況などの把握） 

第１４条 サービスの提供にあたっては、入所申込者の心身の状況、その置かれている環境、   

その他福祉サービスまたは保健医療サービスの利用状況などを把握し、その者が居宅に   

おいて日常生活を営むことができるかどうか検討し、入所（サービス提供）を決定します。 

  2. 前項の検討にあたっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等か    

らなる入所検討委員会において検討・協議します。 

  3. 利用者が、その心身の状況や環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことが    

できると認められる場合は、利用者及びその家族の希望や退所後の環境等を勘案して、円滑な

退所のために必要な援助を提供します。 

    4. 利用者の退所にあたっては、居宅介護支援事業者への情報の提供その他保健福祉サ    

ービスを提供する者との密接な連携につとめます。 

 

（介護計画の作成等） 

第１５条 サービスの提供にあたって、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な   

サービスの内容などを記載した施設サービス計画を作成します。 

  2. 施設サービス計画の作成、変更の際には、利用者またはその家族にたいし、その内    
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容を説明し、同意を得ます。 

  3. 利用者にたいし、施設サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、    

継続的なサービスの管理、評価を行い、その経過を記録します。 

 

（サービス利用の際留意事項） 

第１６条 介護老人福祉サービスの利用にあたっての留意事項は次のとおりです。 

  1. 利用者が病院又は診療所に入院した場合は、３ヶ月以内に退院すれば、退院後も再び入

所できるものとします。 

  2. 利用の際には、多額の現金・貴重品やアルコール類の持ち込みは、ご遠慮下さい。なお、

別途預かり金管理サービスを行っておりますので、必要な場合はお申し出下さい。 

  3. 利用時の健康チェックにより、体温及び血圧等が平常時と比べ、特変があると判断され

る場合は、ご本人に説明の上、入浴サービスの中止など、サービス内容を変更する場合

があります。 

  4. サービスのご利用中に思わぬ転倒や、体調の急変などが起こることも考えられます。そ

の際は速やかにご家族にご連絡し、当事業所にお越しいただくこともございますので、

あらかじめ緊急連絡先をお教え下さい。また、状況により、救急車で対応させていただ

くことがございますのであらかじめ、ご了承下さい。 

 5. 当事業所では、集団風邪や皮膚疾患などの感染症の予防対策には充分に気をつけており

ますが、施設内で感染症が発生した場合には、感染の恐れがなくなるまでサービス内容

を変更する場合があります。 

 

（事故発生時に於ける対応方法） 

第１７条 介護老人福祉施設サービスの利用中に、利用者に対する施設サービスの提供により

事故が発生した場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡をするとともに、記

録の整備その他必要な措置を講じます。 

 

（緊急時に於ける対応方法） 

第１８条 介護老人福祉施設サービスの利用中に、利用者の心身の状況に異変その他緊急事態   

が生じたときは速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じます。 

 

（非常災害対策） 

第１９条 介護老人福祉施設サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は   
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利用者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経

路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとります。 

  2. 非常災害に備え、定期的に避難訓練を行います。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第２０条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとします。 

1.虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て職員に周知徹底を図ります。 

2.虐待防止のための指針を整備する。 

3.職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

4.前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

 

（看取り介護に関する事項） 

第２１条 入所者が医師により終末期と判断された場合、入所者および家族との話し合いを十

分に行い、「受診・入院」及び「看取り介護」の確認を行うこととする。「看取り介護」を希

望された場合、介護指針に基づき支援を行うこととします。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定サービスの提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２. 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的（年 2 回以上）に実施するものとします。 

３. 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとします。 

（衛生管理等） 

第 23 条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適切に

行うこととします。 
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２ 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に

掲げる措置を講じるものとします。 

1. 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

2. 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

3. 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的（年 2回以上）に実施すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われ

る際の対処等に関する手順」に沿った対応を行うこととします。 

（身体的拘束等） 

第 2４条 施設は、指定サービスの提供に当たっては、入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

２. 施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。なお、当該記録は２年間保存

するものとします。 

３. 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとします。 

（1） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

（2）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（3） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年２

回以上）実施します。 

 

（サービスの提供記録の記載） 

第２５条 介護老人福祉施設サービスを提供した際には、その提供日及び内容、当該サービス   
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について、利用者に代わって支払を受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記

載します。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２６条 事業所は、介護老人福祉施設サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当す   

る場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に連絡します。 

 2. 正当な理由なしに介護老人福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことなどに

より要介護状態などの程度を増進させたと認められるとき。 

 3. 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。 

 

（秘密保持） 

第２７条 この事業所およびその職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者または、   

家族の秘密を漏らしません。 

 2. 前項の規定は、職員でなくなった後においても適用します。 

 

（苦情処理） 

第２８条 提供した介護老人福祉施設サービスに関わる利用者からの苦情に対しては、迅速か   

つ適切に対応するために、記録の整備その他必要な措置を講じます。 

 

（損害賠償） 

第２９条 利用者にたいする介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生し   

た場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

（衛生管理） 

第３０条 介護老人福祉施設サービスに使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す   

など、常に衛生管理に十分留意するものとします。 

 2. 従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努めます。 

（協力医療機関等） 

第３１条 施設は、入所者の病状の急変時に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件

を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定

め、次の各号に掲げる体制を構築します。 
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一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時

確保していること。 

二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常

時確保していること。 

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と

して受け入れる体制を確保していること。 

２ 施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行っ

た相模原市長に届け出ます。 

３ 施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十

四号）第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医

療機関」という。）との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めるものと

します。 

４ 施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うものとします。 

５ 施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び速やかに入所させることができるように努め

るものとします。 

６ 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとします。 

（掲示） 

第３２条 施設は、施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療

機関、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。 

２ 施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載します。 

 

（研修） 

第３３条 事業所は、職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし   

ます。 
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  (1) 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

   (2) 継続研修   随時 

 

（この運営規程の改正手続き） 

第３４条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとしま   

す。 

 

（附則） 

 この規程は、平成12年４月１日から施行します。 

 この規程は、平成13年１月１日から施行します。（食材料費改正、機能訓練加算取消） 

 この規程は、平成13年２月１日から施行します。（定員変更 50人→54人）  

 この規程は、平成15年２月１日から施行します。（職員配置人数の改正） 

 この規程は、平成15年４月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規程は、平成17年10月１日から施行します。（食費・居住費の改正） 

 この規程は、平成18年４月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規程は、平成18年6月１日から施行します。（重度化対応加算の適用） 

 この規程は、平成19年２月1日から施行します。（重度化対応加算の取消） 

 この規程は、平成26年４月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規程は、平成30年４月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規程は、令和 1年10月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規程は、令和 ３年1月１日から施行します。 （定員変更 54人→62人） 

 この規程は、令和 ３年４月１日から施行します。（制度改正による料金表の改正） 

 この規定は、令和 ３年８月１日から施行します。 （虐待防止、看取り期に関する事項追記） 

 この規程は、令和 ４年４月１日から施行します。（職員配置人数の修正） 

この規程は、令和 ６年４月１日から施行します。（業務継続計画の策定、協力医療機関に関

する事項追記） 


